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難病のある方への福祉ガイドブック 
 

 

 

はじめに 
 

 つくば市では、難病や障害のある方々が、地域社会の一員として安心

した生活がおくれるよう福祉サービスの充実を目指しています。 

 障害者総合支援法が施行され、法の対象となる障害の範囲に「難病等」

が追加されたことにより、現在では政令で定められた疾病（※）に罹患

されている方についても、障害者手帳の有無にかかわらず、必要と認め

られた場合に、障害福祉サービスを利用することができます。 

  ご利用にあたって申請が必要な制度もありますので、詳しくは、直

接各担当窓口にお問い合わせください。 

 なお、福祉相談については、来庁することが困難な方の場合、電話相

談等で対応することもできます。 

 皆様に広くご利用いただき、役立てていただければ幸いです。 

 

（※）１ページ「障害福祉サービス等の対象となる疾病【369 疾病】」をご参照ください。 

 

◎このガイドブックは、令和６年４月現在の内容となっています。 

 

発行後の制度改正等により、掲載内容と実際の状況が異なっている場

合があります。 
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※ 新たに対象となる疾病（3疾病）       △表記が変更された疾病（5疾病） 

○ 障害者総合支援法独自の対象疾病（29疾病） 
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１ 令和 6 年 4 月 1 日からの障害者総合支援法の対象疾病一覧（369 疾病）     

※ 新たに対象となる疾病（3疾病）       △表記が変更された疾病（5疾病） 

○ 障害者総合支援法独自の対象疾病（29疾病） 



 

 

 

 

 
（※）旧対象疾病番号159（神経フェチリン症）は対象疾病番号264（脳内鉄沈着神経変性症）に統合。 

（※）一覧には代表的な疾病名が記載されており、内含する疾病名までは記載されておりません。各疾病の詳細

については、難病情報センターのホームページ（https://www.nanbyou.or.jp/）等をご確認ください。 
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１ 令和 6 年 4 月 1 日からの障害者総合支援法の対象疾病一覧（369 疾病）    
※ 新たに対象となる疾病（3疾病）       △表記が変更された疾病（5疾病） 

○ 障害者総合支援法独自の対象疾病（29疾病） 



 
 

国が定めた難病に罹患し、医療機関においてその治療を受けている方に対し、病病状が一

定の基準を満たす場合に医療費の自己負担分の一部を公費で負担します。 

対象者 
国が定めた難病に罹患し、その治療を受けている方 

※対象となる疾患名等については、以下までお問い合わせください。 

窓口 
茨城県つくば保健所健康増進課 

電話 029-851-9291、FAX 029-851-5680 

※お手続きに際してマイナンバー（個人番号）の提示が必要です。巻末のご案内をご覧くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

茨城県の保健所長発行の「指定難病特定医療費受給者証」又は「一般特定疾患医療受給者証」

をお持ちの方に支給されます。 

対象者 支給月額 支給方法 

つくば市の住民基本台帳に登録されている方

で茨城県の保健所長発行の「指定難病特定医

療費受給者証」又は「一般特定疾患医療受給

者証」をお持ちの方（生活保護法による扶助

を受けている方を除く） 

3,000 円 
年２回 

９・３月（口座振込） 

必要書類等 
「指定難病特定医療費受給者証」又は「一般特定疾患医療受給者証」の写し

（申請日時点で有効なもの）、本人名義の預金通帳 

窓口 障害福祉課  電話 029-883-1111（代） 

 

 

 

       電子申請フォームはこちら 

 

 ※本制度は、毎年度申請が必要となります。 
 
 
 
 
 

小児慢性疾病の内、以下に掲げる疾患について、医療費の自己負担分の一部を公費で負

担します。 

対象者 
特定の疾患に罹患している 18 歳未満の小児（更新申請の場合は 20 歳未

満）※対象となる疾患名等については、以下までお問合せください。 

窓口 茨城県つくば保健所健康増進課  電話 029-851-9291、FAX 029-851-5680 

※お手続きに際してマイナンバー（個人番号）の提示が必要です。巻末のご案内をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

３ 難病患者福祉金                      

４  小児慢性特定疾病医療費の助成                

２ 指定難病特定医療費の助成                 
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公共施設や店舗などにある身障者等用駐車場を必要としている方が利用しやすい環境を整備する

ため、障害者手帳交付者などを対象に利用証を交付します。 

 

 

 

視覚、聴覚または 

平衡機能の障害 

視覚障害：４級以上、聴覚障害：３級以上 

平衡機能障害：５級以上 

肢体不自由 
上肢機能障害：２級以上、下肢機能障害：６級以上 

移動機能障害：６級以上、体幹機能障害：５級以上 

内部障害 

心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこうま

たは直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫機能障害、肝臓機能障害 各４級以上 

療育手帳 「Ⓐ」及び「Ａ」 

精神障害者保健福祉手帳 １級 

必要書類等 障害者手帳 ※代理人申請の場合、代理人の本人確認書類が必要 

対象者 

〔難病〕 

指定難病特定医療費受給者証等を交付された方、小児慢性特定疾病医療受

給者証を交付された方 

必要書類等 
上欄掲載の各受給者証（※代理人申請の場合、代理人の本人確認書類が必

要） 

申請･交付･返却 障害者地域支援室 電話 029-883-1111（代） 

制度のお問合せ 県福祉部長寿福祉課 電話 029-301-3326  FAX 029-301-3349 

 
 
 
 
 
 
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方、又は、認知症

の方など援助や配慮を必要としていることが外見からは分からにくい方々が、周囲の方

に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成された

マークです。 

対象者 

市内在住の方で、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病

の方、妊娠初期の方、又は、認知症の方など援助や配慮を必要として

いることが外見からは分かりにくい方。 

必要書類等 ヘルプマーク申請書 

窓口 障害者地域支援室  電話 029-883-1111（代） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ いばらき身障者等用駐車場利用証制度             

６ ヘルプマーク・ヘルプカード              

-6- 

対
象
者
〔
障
害
〕 

身
体
障
害
者
手
帳 



 

７ 障害福祉サービスの概要（難病）              
    

「障害福祉サービス等の対象となる疾病【366 疾病】」（※１～４ページ参照）

に罹患している方は、障害支援区分認定や支給認定などの手続きにより、必要と認

められたサービスを利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○利用者負担は、世帯の市町村民税額により決まります。 

 

 

〈介護給付〉 

・居宅介護（ホームヘルプ） ・同行援護 

・行動援護         ・療養介護 

・生活介護         ・短期入所 

・重度訪問介護 

・施設入所支援 

・重度障害者等包括支援 

〈訓練等給付〉 

・自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

・就労移行支援 

・就労継続支援 

・共同生活援助（グループホーム） 

・就労定着支援 

・自立生活援助 

障害者総合支援法等のサービス体系 

障害福祉サービス：９～10 ページ 

・相談支援 ・意思疎通支援 ・日常生活用具給付 ・日中一時預かりサービス 

・地域活動支援センター   ・成年後見制度利用支援 等 

地域生活支援事業：12～13 ページ 

補装具：12 ページ ・地域移行支援 ・地域定着支援 

・サービス利用支援、継続サービス利用支援 

相談支援：８ページ 

障害児が対象となるサービス：９～10 ページ 

〈障害児通所支援〉 

・児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 

・居宅訪問型児童発達支援 

〈障害児相談支援〉 

・障害児支援利用援助 

・継続障害児支援利用援助 

〈障害児入所支援〉 

・福祉型障害児入所施設 

・医療型障害児入所施設 

※障害児入所支援に関して

は、児童相談所が窓口とな

ります。 
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８ 障害者相談支援事業所                      

相談支援専門員が、障害者（児）やその家族などの相談に応じ、必要な情報の提供や助言

を行います。 

 

一 特 児

電話　029-896-3352

FAX   029-896-3353

電話　029-867-5881

FAX   029-867-1968

電話　029-836-7200

FAX   029-836-7204

電話　029-867-7170

FAX   029-867-7175

電話　029-850-9030

FAX　 029-869-0535

電話　029-828-7211

FAX　 029-839-0511

電話　029-864-1212

FAX 　029-877-4688

電話　029-867-1200

FAX 　029-867-4744

電話　029-875-5377

FAX 　029-875-3285

電話　029-875-5660

FAX　 029-875-5679

電話　080-9416-8036

FAX　029-307-8138

電話　029-847-2631

FAX 　029-847-9590

電話　029-875-7627

FAX 　029-875-7628

電話　029-883-1111

FAX 　029-868-7544

電話　029-847-5101

FAX 　029-847-5102

電話　090-7818-5800

FAX　029-886-8276

電話　029-893-2764

FAX 　029-893-2764

電話　029-844-9128

FAX 　029-844-9128

電話　029-886-9100

FAX 　029-886-9100

〇 〇 〇 つくば市平沢655-4筑峯学園

サポートプラザつくば 〇 〇 〇
つくば市水守1189-5

つくば総合福祉センター内

つくばライフサポートセンター
みどりの

〇 〇 〇 つくば市みどりの1-32-9

相談支援事業所　ひまわり

事業所名
種別

所在地 連絡先

つくば市社会福祉協議会
障害者相談支援事業所

〇 〇 〇
つくば市台町1-2-2

福祉支援センターやたべ内

サポートセンター　きずな 〇 〇 つくば市大曽根3975-2

〇 つくば市上横場2236-1

みもり園 〇 〇 つくば市水守859-4

相談支援事業所　つくば根 〇 つくば市小和田366

障害者相談支援事業所　かえで 〇 〇
つくば市要1187-299
筑波記念病院内

Growing 〇 〇 つくば市みどりの南25-3

相談支援事業所
ごきげんファーム

〇 〇 つくば市大角豆2168-1

総合支援事業所
ワークイノベーションセンター

〇 つくば市大白硲341

特定相談支援事業所　KARIN 〇 つくば市田倉4725

あいホームつくば 〇 つくば市今鹿島5703-7

つくば市
障害児相談支援事業所

〇 〇 つくば市研究学園1-1-1

電話　029-896-3162

つくば市吾妻3-13-3
吾妻・レジデンス103号

相談支援事業所　雅 〇 〇
つくば市長高野3-18-3

小川ビル2F

相談支援あおいぞう 〇 〇

〇

相談支援事業所　1up S.S.D 〇 〇

〇 〇

つくば市二の宮3-25-1
CASAアモールⅡ　105号室

〇

こどもサークルつくば相談支援センター 〇
つくば市鬼ケ窪1047-1

こどもサークルつくばつなぐ園内

〇 〇相談支援事業所　ステップアップ つくば市稲荷前30-11 電話　080-7180-3037

電話　080-6785-5103

指定特定相談支援事業所　Sunlight 〇 つくば市上横場2455-5 電話　029-886-8275

相談支援事業所　孚 つくば市谷田部1144-37 電話　090-3312-1184

つくば市二の宮1-21-3-203

カフェベルガ 〇 〇 つくば市天久保1-13-1　2F

ゆあぷらん
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※各事業所によって対象とする障害や相談できる時間等が異なります。詳しくは、直接各事業所へお問い合わせください。 

 

 

＜どんなことを相談できるの？＞ 

① 福祉サービスの利用援助、②社会資源を活用するための支援、③社会生活力を高
めるための支援、④障害者やその家族の権利の擁護のために必要な支援、⑤専門機
関の紹介 
 

事業所種別：障害者相談支援事業所には３つの種別があり、以上の相談に加え 

て、それぞれ以下のようなサービスを行います。 

事業所種別 主なサービス内容 

（一）指定一般 
相談支援事業者 

障害者支援施設等に入所している方や精神科病院に入院して
いる方が、地域生活へ移行するための支援や、居宅において一
人暮らしをしている方等の夜間や緊急時等における支援を行
います。 

（特）指定特定 
相談支援事業者 

障害のある方が障害福祉サービスを利用する前に、サービス等
利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支
援を行います。 

（児）指定障害児
相談支援事業者 

障害のある児童が障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デ
イサービス等)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、
一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一 特 児

電話　080-6442-8594

FAX　029-875-4578

電話　029-896-6859

FAX 　029-896-6860

電話　029-875-5333

FAX 　029-875-5333

電話　090-9582-5616

事業所名
種別

所在地 連絡先

特定・障害児相談支援事業所　創愛 〇 〇 つくば市要554-7

相談支援事業所　エンジェル 〇 〇 つくば市桜が丘25-26

相談支援事業所さつき園 〇 〇 つくば市上郷1430-4

相談支援事業所　スマイル 〇 〇 つくば市森の里35-1
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障害のある人が地域で自立した生活がおくれるよう、総合的な障害福祉サービスを提供します。在宅で
訪問を受けたり、通所等で利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。 

 
＜サービスの種類＞ 
 介護給付：障害程度が一定以上の方に、生活上・療養上必要な介護を行います。 

サービス名 サービス内容 
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

重度訪問介護 
重度の障害があり常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せ
つ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避
するために必要な支援、外出支援を行います。 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包
括的に行います。 

短期入所 
（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含め施設
で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上
の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行
うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 

施設入所支援 
障害者支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食
事の介護等を行います。 

同行援護 
視覚障害により移動が困難な人に同行して、視覚情報の提供等の支援を
行います。 

 
訓練等給付：身体的、又は社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。 

サービス名 サービス内容 
自立訓練 

（機能訓練・生活訓
練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機
能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知
識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労継続支援 
（Ａ型・Ｂ型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、
知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労定着支援 
就労移行支援等の利用を経て一般就労に移行した人に対し、対面
による相談等や企業への訪問を行います。 

共同生活援助 
（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴・排せつ・食事の介護
や日常生活上の援助を行います。 

自立生活援助 
障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへ移行した人や、現に一人
で暮らしていて支援が必要な人に定期的な居宅訪問による支援を行います。 

 
障害児通所支援：通所利用の障害児に対して、日常生活の自立や個々の発達を促すため、
療育指導等を行います。 

サービス名 サービス内容 

児童発達支援 
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識や技術を
身につけるほか、集団生活への適応訓練を行います。 

放課後等デイサービス 
就学中の障害児に授業の終了後又は夏休み等の休業日に生活能力
向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。 

保育所等訪問支援 
保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活への適応
のための専門的な支援を行います。 

居宅訪問型児童発達
支援 

重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対して、居宅を
訪問して発達支援を提供します。 

 
 

９ 介護給付･訓練等給付のサービス及び障害児通所支援          
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＜障害福祉サービス及び障害児通所支援の利用のしかた＞ 

 

 障害福祉サービス等を利用するためには、事前の申請等の手続きが必要になり

ます。申請からサービスを利用するまでの流れをご説明します。 

※介護給付と訓練等給付で、手続きの流れが異なります。詳しくはお問い合わせください。 

  
・障害福祉課  電話 029-883-1111（代） 

・指定特定相談支援事業者（市の指定を受けた事業者が障害福祉

サービス等の申請前の相談や申請をするときの支援等を行いま

す。）             P8～9 参照 

相 談 

 

 

申 請 
 

障害福祉サービス等の申請手続を行います。 

障害福祉課  電話 029-883-1111（代） 

 ※お手続きに際してマイナンバー（個人番号）の提示が必要です。 
巻末のご案内をご覧ください 

調 査 
 

市等の認定調査員が、障害者又は障害児の保護者と面接して、心

身の状況や生活環境等についてのききとり調査を行います。 

 

  
調査の結果及び医師の診断結果をもとに市の審査会で審査・判定

が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か（障害支援区分）

が決められます。 

審査・判定 

 
 

サービス等利用 

計画案の提出 

 
相談支援事業者が作成したサービス利用計画案（作成は、申請者

自身や支援者でも可能）を提出していただきます。 

 

  
障害支援区分や申請者の利用意向、サービス等利用計画案をもと

にサービスの支給量等が決定し、通知されます。 

「福祉サービス受給者証」が交付されます。 

決定(認定)・通知 

 
 

  
サービスを利用する事業所を選び、利用に関する契約をします。

（事業所一覧は障害福祉課の窓口および市のホームページに掲載

しています。） 

事務所と契約 

 
 

サービス利用 

 
事業所に受給者証を提示してサービスの利用を開始します。 

 

  
サービスを利用した場合、世帯の所得に応じて費用の一部(最大で

１割)を支払います。ただし、負担が重くなりすぎないように、支

払う費用の上限が決められています。 

費用の支払い 
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身体障害者（児）や難病患者の方の不自由なところを補い、日常生活や職場での作業を容

易にするために、必要な補装具の購入、借受け又は修理に係る費用の一部を公費で負担し

ます。※必ず修理・購入前にご相談ください。 

対象者 

身体障害者手帳を持っている方 ＜身体障害者(児)＞ 

難病の疾患による障害のある方 ＜難病＞ 

※ただし、障害者本人又は配偶者（障害児の場合は世帯全員）のうち、

市町村民税所得割の最多納税者の税額が 46 万円以上の場合は、対象とな

りません。 

自己負担額 

原則として、費用の１割が自己負担となります(所得等に応じて負担の上

限があります)。ただし、費用が基準額を超えた場合、基準額の１割及び

基準額を超えた費用が原則として自己負担となります。 

必要書類等 

身体障害者手帳 ＜身体障害者(児)＞ 

対象疾患に罹患していることがわかるもの ＜難病＞ 

※他に印かん、補装具意見書等 

※支給対象者及び保護者について個人番号の提示が必要です。（巻末を参照ください） 

窓口 障害福祉課  電話 029-883-1111（代） 

備考 介護保険法等による給付の対象とならない場合に限ります。 

＜補装具の種類＞ 

障害名 種類 

肢体不自由 

関係 

義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置、歩行補助つえ（一

本杖を除く）、重度障害者用意思伝達装置 

視覚障害関係 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡  

聴覚障害関係 補聴器、人工内耳（一部の修理のみ） 

身体障害児及び対象疾患

に罹患している児のみ 
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 

 

10 地域生活支援                          

 

 つくば市障害者日中一時支援事業の協定事業者から、介護対象者が日中一時預かりサービスの

提供を受けた場合に、市が定める範囲内で助成金を支給する事業です。 

■日中一時預かりサービス：施設等において一時的に障害者等を預かり、その介護を行うサービ

スです。（※宿泊を伴わないものに限ります。） 

受給対象者 

次のいずれかに該当する介護対象者を居宅において介護している方 

① 

② 

 

③ 

障害福祉サービスの短期入所の支給決定を受けている方 

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれかの交付を

受けている18歳未満の方 

医師の診断書により心身に障害があると認められる18歳未満の方 

手続及び 

利用方法 

利用方法等に一定の条件がありますので、詳細については、お問い合わせくだ

さい。 

協定事業所 

市障害福祉課ホームページを参照してください。 

※インターネットに接続できる環境のない方は、障害福祉課までお問い合わせ

ください。 

窓口 障害福祉課  電話 029-883-1111（代） 

 ※お手続きに際してマイナンバー（個人番号）の提示が必要です。巻末のご案内をご覧ください。 

９ 補装具費の支給                       

○ 日中一時預かりサービス利用費の助成             

-12- 



 
 日常生活がより円滑に過ごせるよう必要に応じて、日常生活用具が給付されます。 

 ※必ず購入の前にご相談ください。 

自己負担額 
原則として、費用の１割が自己負担となります。ただし、費用が基準額を超えた場合、

基準額の１割及び基準額を超えた費用が自己負担となります。 

必要書類等 

（障害） 

証明となるもの（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）、印

かん、世帯の課税状況を証明できるもの 

必要書類等 

（難病） 

対象疾患に罹患していることがわかるもの、難病患者日常生活用具給付用医師

意見書、印かん、世帯の課税状況を証明できるもの 

（共通） ※給付対象者について個人番号の提示が必要です。（巻末をご参照ください） 

窓口 障害福祉課  電話 029-883-1111（代） 

備考 

介護保険法の対象となる方、医療機関に入院中の方、福祉施設に入所中の方及

び３歳未満の方等は対象とならない場合があります。耐用年数内の再給付につ

いては、個別にご相談ください。 

  

＜難病＞※審査の結果、対象外となることがあります               令和６年４月現在 

品目 対象者 
耐用年

数 
基準額 

便器 常時介護を要する者 8年 

手すりのないもの 
 4,450 円 

手すり付きのもの 
9,850 円 

特殊マット 寝たきりの状態にある者 5年 50,000 円 

特殊寝台 寝たきりの状態にある者 8年 154,000 円 

特殊尿器 自力で排尿できない者 5年 67,000 円 

体位変換器 寝たきりの状態にある者 5年 15,000 円 

入浴補助用具 入浴に介助を要する者 8年 90,000 円 

移動・移乗支援用

具 

下肢が不自由な者 8年 60,000 円 

電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 5年 56,400 円 

ネブライザー(吸入

器) 

呼吸器機能に障害のある者 5年 36,000 円 

発動発電機 人工呼吸器、電気式たん吸引器等装着している者 － 100,000 円 

移動用リフト 下肢または体幹機能に障害のある者 4年        159,000 円 

居宅生活動作補助

用具 

下肢または体幹機能に障害のある者 －        200,000 円 

特殊便器 
上肢機能に障害のある者(当該用具により介助者

なしで排せつ処理が可能になる者) 
8年        151,200 円 

訓練用ベット 下肢または体幹機能に障害のある者 8年        159,200 円 

自動消火器 
火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者

等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 
8年         28,700 円 

動脈血中酸素飽和度

測定器（パルスオキシメー

ター） 

人工呼吸器の装着が必要な者 5年        157,500 円 

T 字状・棒状のつえ 下肢または体幹機能に障害のある者 3年 

木製のもの 
2,200 円 

軽金属のもの 
3,000 円 

 

○ 日常生活用具の給付                      
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○ マイナンバー（個人番号）を提示する際に必要な書類                

◇マイナンバー（個人番号）提示が必要な手続きでは、ご提示いただく「個人番号の確認」と

提示される方の「身元確認」が必要となります。 

※ 個人番号の提示が必要な手続きには、主に次のようなものがあります。 

 

 

 

 

 

 

 身体障害者手帳に関する申請 

精神障害者保健福祉手帳に関する申請 

自立支援医療（更生医療、育成医療、精神通院医療）に関する申請 

補装具費の支給申請 

日常生活用具の給付申請 

特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当に関する申請 

訪問入浴サービスの申請 

日中一時預かりサービスの申請 

移動支援サービスの申請 

障害福祉サービスの申請 

障害児通所支援（就学前・就学後児童）の申請 
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※これらの手続き以外でも個人番号の提示が必要となる場合があります。また、手続きによって 

マイナンバー（個人番号）の提示が必要となる方が異なります。 

ご不明な点については、各手続きの担当までお気軽にお問い合わせください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



最寄りの「相談支援事業所」をご利用ください。 

※ 相談支援事業所は、つくば市基幹相談支援センターの身近な相談窓口です。 

相談支援専門員が障害者（児）やその家族などの相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。 

事 業 所 名
 

所 在 地
 

連 絡 先
 

つくば市社会福祉協議会 

障害者相談支援事業所
 

つくば市台町 1-2-2 

福祉支援センターやたべ内 

電話 029-896-3352 

FAX 029-896-3353 

筑峯学園
 

つくば市平沢 655-4 

電話 029-867-5881 

FAX 029-867-1968
 

つくばライフサポートセンター

みどりの 

つくば市みどりの 1-32-9
 

電話 029-836-7200 

FAX 029-836-72040 

サポートプラザつくば 

（つくば総合福祉センター内）
 

つくば市水守 1189-5
 

電話 029-867-7170 

FAX 029-867-7175 

障害福祉全般に関する相談窓口 

（※障害者差別に関する相談も受け付けております）
 

〇 つくば市役所障害者地域支援室（つくば市基幹相談支援センター） 

 [所在地]  

〒３０５－８５５５ 

 つくば市研究学園一丁目１番地１  (つくば市役所２階４０番窓口) 

 [連絡先] 

  電   話 ０２９－８８３－１１１１（代表） 

  ファックス ０２９－８６８－７５４４ 

 [つくば市公式ホームページ] 

  http://www.city.tsukuba.lg.jp/ 

 「障害者福祉ガイドブック」        

編集・発行／つくば市福祉部 障害者地域支援室  

 


